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(57)【要約】
【課題】
　ブラジャーキャミソールのようにブラジャー部の外に
身頃がある衣料においても、外側から見えることなくブ
ラジャー部のアンダーバストの長さ調整を可能にする。
【解決手段】
ブラジャー部５の土台部５２の脇側両端に取り付けられ
た連結具８が、脇布５３に縫着された伸縮性テープ７に
設けられた複数の連結用スペース７１に対して、カップ
５１の下縁近傍において、着脱可能となっている。任意
の連結用スペース７１に連結具８を取り付けるか、或い
は、連結用スペース７１から連結具８を完全に外すこと
により、ブラジャー部５のアンダーバストの長さを調整
できる。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生地からなる身頃本体と、
一対のカップと、該カップの下方にありそれぞれのカップに縫着された土台部と、該一対
のカップの外側側方に位置する脇布を有し、前記身頃本体に一部が縫着されたブラジャー
部と、
からなる、ブラジャー部付衣料において、
前記ブラジャー部の土台部脇側両端が、前記カップの下縁近傍において、前記脇布の下縁
両端とそれぞれ着脱可能となっていることを特徴とする、
ブラジャー部付衣料。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調整機構を有するブラジャー部付衣料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラジャーでは、カップ間やバック部間において長さ調節機構がある。一方、ブラジャ
ーキャミソール等のブラジャー付衣料においては、ブラジャー部の外側に身頃があるため
、調節機構を設けることが難しかった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３３１００６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、ブラジャー部の調節機構が開示されているが、図３に示されているよ
うに背中部に調節機構を設けると、後身頃を開けなければ調節ができない。図６のように
、脇部に調節機構を設けても、同様である。さらに、背中部に調節機構を設けると、体に
フィットしてアウターにひびいてしまう。また、両カップ間でアンダーバストの長さ調整
をしようとすると、カップが動くため、ブラジャー部が安定しづらいという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決し、ブラジャー付衣料において、ブラジャー部のアン
ダーバスト長さの適切な調整ができるようにすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するため、本発明は、生地からなる身頃本体と、一対のカップと、カッ
プの下方にありそれぞれのカップに縫着された土台部と、一対のカップの外側側方に位置
する脇布を有し、身頃本体に一部が縫着されたブラジャー部と、からなる、ブラジャー部
付衣料において、ブラジャー部の土台部脇側両端が、カップの下縁近傍において、脇布の
下縁両端とそれぞれ着脱可能となっていることを特徴とする、ブラジャー部付衣料を提供
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ブラジャー部のアンダーバストの長さを調整を容易にでき、調整後に
おいてもブラジャー部が安定して身体にフィットする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例の正面図である。
【図２】本発明の実施例の身頃本体内部を背面から見た図である。
【図３】本発明の実施例の身頃本体内部を前面から見た図である。
【図４】着脱箇所の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１に示されているのは、本発明の実施例であるブラジャーキャミソール１である。破
線部分は、外からは見えない箇所を表す。ブラジャーキャミソール１は、側部で縫い合わ
された、同一の伸縮性素材からなる前身頃２と後身頃3、一端が前身頃２に取り付けられ
他端が後身頃３に取り付けられたストラップ４、ブラジャーキャミソール１の内側に設け
られ一部が前身頃２と後身頃３に縫着されたブラジャー部５からなる。
【００１０】
　ブラジャー部５は、一対のカップ５１と土台部５２、脇布５３からなる。
【００１１】
　カップ５１は、表側布、弾性部材、肌側布を縫着してなり、側部５１ａが前身頃２の上
縁２１の側部２１ａに縫着され、その他の部分は前身頃２に対してフリーとなっている。
なお、パッド挿入口５２ｂから、適宜パッドを挿入してもよい。
【００１２】
土台部５２は、非伸縮性のメッシュからなり、カップ５１の下縁に縫い付けられて、両カ
ップ５１間から両カップ５１の下縁近傍に位置する。さらに、左右方向（図２中、左右方
向）において、一カップ５１の最下端より若干外側寄りの位置から他カップ５１の最下端
より若干外側寄りの位置までを占める。
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【００１３】
　脇布５３は、前身頃２、後身頃３と同一の伸縮性素材からなり、カップ５１の外側側方
に位置し、上方側部５３ａが前身頃２の上縁２１の側部２１ａに縫着され、その他の部分
は前身頃２に対してフリーとなっている。
【００１４】
脇布５３から背部に亘ってバック布６が設けられている。バック布６は、上縁６１が後身
頃３の上縁３１に縫着され、側部両側６２が脇布５３の側部５３ｂに縫着されている。
【００１５】
　カップ５１の下端、土台５２、脇布５３、バック布６の下縁には伸縮性テープ７が縫着
され、ブラジャーキャミソール１を着用した際、ブラジャー部５とバック布６が、着用者
の身体にフィットするようになっている。
【００１６】
　ここで、土台部５２の下縁両端と脇布５３の下縁両端は着脱可能となっている。具体的
には、図４に示されているように、土台部５２の下縁に縫着された伸縮性テープ７に固定
して取り付けられた樹脂製の連結具８が、脇布５３の下縁に縫着された伸縮性テープ７と
着脱可能となっている。
【００１７】
　連結具８は、図４に示された形状となっている。左側枠８１（図４中、左側）は略矩形
状となっており、各辺で囲まれた第一空間８２が形成されている。土台部５２の下縁に縫
着された伸縮性テープ７は、先端部分が折り返してあり、その折り返し部分の空間に一側
枠８１の土台側辺８１ａが嵌りこんでいる。第一空間８２は４つの各辺で囲まれているの
で、折り返された伸縮性テープ７は連結具８から外れることはない。
【００１８】
　右側枠８３は、左側枠８１の中心側辺８１ｂと中心側辺８１ｂ下端部から延びる爪状辺
８３ａからなり、第二空間８４を形成し、上端の一部が開いている。従って、脇布５３側
の伸縮性テープ７に設けられた複数の連結用スペース７１に対し、爪状辺８３ａが着脱可
能となっている。各連結用スペース７１に爪状辺８３ａを連結して、ブラジャー部５のア
ンダーバストの長さ（図２中、左右方向）を調節できる。また、各連結用スペース７１か
ら爪状辺８３ａを外すことにより、ブラジャー部５のアンダーバストの長さを最大にでき
る。
【００１９】
　このため、着用者の体つき等に合わせて、ブラジャー部５のサイズ調整が可能である。
さらに、着脱箇所がカップ５１の下縁近傍となっているので、背中部分で着脱するのとは
異なり、着脱がしやすく、表生地にひびき難い。
【００２０】
なお、本実施例では、連結具８を用いることによってブラジャー部５のサイズ調整を行っ
ているが、これに限定されないのは当然である。図４に示された連結具８以外の形状の連
結具を用いてもよい。また、連結具を用いない着脱方法でもよい。例えば、マジックテー
プ（登録商標）を土台部５２側の伸縮性テープ７と脇布５３の伸縮性テープ７に取り付け
、それぞれ着脱可能としてもよい。さらに、これ以外の着脱方法であっても、同様の作用
、効果を奏するものであればいかなるものであってもよい。
【００２１】
前身頃２と後身頃３の上縁には、伸縮性テープ７より細幅で、異なる素材のテープ９が、
縁部を一周するように縫着されている。さらに、テープ９は前身頃２の上縁から上方に延
び、ストラップ４となっている。本実施例では、ストラップ４は、後身頃３の上縁まで同
一部材で延びているが、途中で別素材としてもよい。また、上縁に直接縫着せず、連結具
を用いてもよく、途中でアジャスターを使ってストラップの長さを可変としてもよい。
【００２２】
　前身頃２と後身頃３は、下縁にて折り返され、ロック縫いされている。
【００２３】
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　上記実施例は、ブラジャーキャミソール１に基づいて説明したが、本発明はこれに限ら
れるものではなく、他の下着においても適用できる。例えば、ブラジャートップ、ブラジ
ャー付ワンピース、チュニック、就寝用下着、ハーフトップ、水着等においても適用でき
る。
【００２４】
　上記実施例では、前身頃２と後身頃３を同じ素材で製造しているが、異なる素材で製造
してもよい。また、脇布５３は前身頃２、後身頃３と同じ素材であるが、異なる素材であ
ってもよいのは当然である。
【００２５】
　本発明で前身頃２と後身頃３、脇布５３に用いられる伸縮性素材は、綿混のベア天竺で
あるが、これに限定されるものではない。さらに、前身頃２と後身頃３は、伸縮性素材以
外の弾性素材や非伸縮性素材であってもよい。
【符号の説明】
【００２６】
１　ブラジャーキャミソール
２　前身頃
３　後身頃
４　ストラップ
５　ブラジャー部
５１　カップ
５２　土台部
５３　脇布
６　バック布
７　伸縮性テープ
８　連結具
９　テープ
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【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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